
※事務処理欄

受
付

受付　　　月　　　日
申請者の本人確認済 □

指導員確認

※更新（サークル一覧・ＨＰ）

決裁欄
副
参
事

主
査

主
事

⑦会員要件
有無

　□無　 □有（要件：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   ）

 ④設立目的・活動内容・主な活動場所

⑤活 動 日 　□月　 □火　 □水　 □木 　□金 　□土 　□その他（　　　　　　　　　　　　　　　　）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※年に数回、または開催日が決定している場合は、その他に記入してください

裏面もご記入ください
下記は記入しないでください

登録可否
　□可　（登録承認日　　　　年　　　月　　　日）

　□不可（理由：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

 情報提供　※上記①～⑦を市民に情報提供してよいか（例：那覇市ホームページでの公開）

　□提供してもよい

　□提供しない（理由：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ）

　□その他　　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ）

【変更の場合は変更項目のみを記入し、下記に変更理由をご記入ください】

変更理由

③会員募集
　□随時募集　□要確認
　□募集なし

メール
※任意

団体区分
コード

活動分野
コード

⑥活動時間
※準備・片付け時間も含む

　午前 ・ 午後　　 　　時　　 　　分　～　午前 ・ 午後　　　 　時　 　　　分

活動資金
　□無料　　□会費：月額 または 年額 　　　　　　　　　円 ・入会金 　　　　　　　　円

　□寄付金　□補助金　□委託事業　□自主事業　□その他（　　　　　　　　　　　　　　　）

※講師ではないこと

（〒 ）

設立年月日 会員数

令和 　年度　なは女性センター利用者（ 新規 ・ 更新 ・ 変更 ）登録申請書

那覇市長　宛

　なは市民協働プラザ条例第40条の要
件を満たし、同条例及びなは女性セン
ター規則を遵守・履行するので、必要
書類を添えて、申請します。

（申請者）

氏　名：

申請日 年 月 日

※別紙「コード表」より複数選択可 　※別紙「コード表」より複数選択可

名

連絡先：

申請者の方は、申請時に身分証明書をご持参ください

メール
※任意

連絡者名
フ リ ガ ナ 連絡先

①団体名

②代表者名
フ リ ガ ナ 連絡先

住　所
（所在地）



1 □ 那覇市に住所若しくは勤務場所を有する者又は那覇市内の学校に在学する者、又はその者を主たる構
成員とする団体である

2 □ 団体や個人の利益を目的にする事業ではない

【利用許可範囲】以下の内容を確認し、チェックを入れてください。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※一つでもチェックがない項目があれば、利用できません

③ □ 物品販売や商談、勧誘を伴うものではない

④ □ 営利目的での利用（教室・セミナー・講座等）およびその印象を与えるもの（例：講師自身、
または講師の所属団体（企業等）によるSNS・チラシ等での広報（勧誘）活動等）ではない

① □ 有料の場合は、必要経費を除き、利益を得るものではない

② □ 講師謝礼は那覇市の講師謝礼基準額を超えていない　※１時間3,000円以内

4 □  特定の公職（公職選挙法（昭和25年法律第100号）第3条に規定する公職をいう。以下同じ）の候補者
（当該候補者になろうとする者を含む）もしくは公職にある者または政党を推薦し、支持し、または
これらに反対する活動ではない

5 □ 政治上の主義を推進し、支持し、またはこれに反対する活動ではない

⑤ □ 講師自身が、会の運営や会計などに関わっていない

3 □ 特定の宗教の教義を広め、儀式行事を行い、または信者を教化育成する活動ではない

【年間収支】　※「収入合計」＝「支出合計」であること　　※任意様式でも可

収入科目 明　　細 金　額
備　　考

例：会費・入会費・補助金・寄付金など 例：会費（月額）×会員数×12か月 （年額）

収入合計： 円　※支出合計と同額

支出科目 明　　細 金　額
備　　考

例：講師謝礼・教材費など 例：単価（時給）×月回数×会員数×12か月 （年額）

支出合計： 円　※収入合計と同額



１． （以下「本会」という。）

２． 目的および事業内容　（具体的に記入してください）

３． 名

４． 本会には、次の役員をおく。

名

名

名

名

５． ①有り ： 円 ・ 円

円 ・ 円

②無料

６． 活動計画 本会の活動計画は、下記のとおりとする。

（　毎週　・　隔週　・　毎月　・　毎年　） 回

その他 回

（ 任 意 様 式 ）

会　　　則

名　称

副 会 長

事 務 局

会 計

会　員

役　員

会 長

その他

会　費 入会金

年会費

月会費



その他（上記以外）

７－１ 誰もが安心して暮らせる多文化共生社会の構築

７－２ ※登録申請書「活動分野コード」欄に記入してください

その他
男女共同参画を
目的とした理由

６－１ 高齢男女の社会参画の促進

６－２ 地域社会の福祉増進、青少年の健全育成

６－３ グローバルな視点に立った男女共同参画の推進

６－４ 女性が主たる構成員で、女性の地位向上、男女平等、男女共同参画の推進を目的とする
団体による運営や交流等にかかる利用

・
女
性
に
関
す
る
諸
問
題
に
つ
い
て
の
学
習
、
交
流
、
そ
の
他
の
活
動

・
男
女
共
同
参
画
社
会
の
形
成
促
進

貧困、高齢、障がい等により困難を抱えた市民が安心して暮らせる環境の整備

１－４ ＤＶ等を要因とする子どもの権利・人権の保護

暴力のない
社会づくり

５－１ 女性、子ども、高齢者、障がい者、多様な性を生きる人等に対するあらゆる暴力の根絶

５－２ ＤＶやストーカー行為、性暴力等防止のための意識啓発と教育の充実

５－３ 相談体制および被害者支援体制の充実

５－４ 関係機関との切れ目のない支援のための連携・協力

あらゆる分野への
女性活躍推進

４－１ 政策・方針決定の場への女性の参画推進（議会や管理職への女性登用促進など）

４－２ 男女均等な雇用機会と待遇の確保

４－３ 女性のライフステージにあったキャリアデザインの支援

４－４ 多様で柔軟な働き方・就労の促進

職場のダイバーシティ（多様性の受容）の推進

ワーク・ライフ・
バランスの推進

３－１ ワーク・ライフ・バランスの意識啓発及び推進（働き方の改善・休暇取得の促進）

３－２ 家事・育児・介護など多様なニーズに対応した支援の拡充（子育て・保育支援等）

３－３ 地域活動への参画推進（地域活動における性別役割分担意識の解消、リーダー育成）

１－５ 防災への参画の促進

１－６ 国際社会との協調および貢献・平和への努力

多様な性を尊重する
社会づくり

２－１ 多様な性を尊重する人権意識の啓発・レインボーなは宣言の理念の推進

２－２ 職場等におけるＳＯＧＩ（性自認・性的指向）ハラスメント等の根絶

２－３

人権が尊重される
社会づくり

１－１ 男女の人権の尊重（固定的な性別役割分担意識の解消）

１－２ 生涯を通した女性の健康づくりの推進

１－３

7  その他（上記以外） ※登録申請書「団体区分コード」欄に記入してください

【活動分野コード】

活動分野 区分コード 活動内容

5  自助グループ
病気や障害などの生活上の困難や問題を持つ人が、同じ悩みや経験など共通の問題をもちつ
つ生きる人々と出会い、相互に援助しあうために組織され運営されるグループ

6  女性団体
女性を構成員とし、一定の目的（例：男女平等の推進、女性の活躍推進、青少年の健全育
成、地域社会の福祉増進、世界平和の確立などの実現）をもつ組織

コード表

【団体区分コード】

区分
コード 団体区分 判断基準

3  任意団体
法人（株式会社、学校法人、財団法人、社団法人、ＮＰＯ法人など）として認められていな
い団体。法人格のない社団（例：サークル、同好会、親睦会、PTA、町内会、自治会、マン
ション管理組合など）

4
 市民活動団体
 公益法人

公益（不特定多数）もしくは共益 （特定多数）の寄与を目的とする団体。有志による自発
的かつ民主的な運営と、意思決定の自主性が保たれ、かつ活動に関して開かれている団体。
目的達成に必要な活動資金（事業費・専任スタッフの報酬等）を得るための事業からの収益
は、役員など個人に対して配分せず、本来活動のために再投資する団体

1  ＮＰＯ法人

特定非営利活動とは、不特定かつ多数のものの利益に寄与することを目的とするもの。ボラ
ンティア活動をはじめとする市民の自由な社会貢献活動。（例：保健、医療又は福祉の増進
を図る活動、まちづくりの推進を図る活動、環境の保全を図る活動、災害救援活動、地域安
全活動、男女共同参画社会の形成の促進を図る活動など）

2  法人（ＮＰＯ法人以外） 法律上人格が認められ、法律行為を有効になし、権利・義務の主体となりうる団体



第40条 なは女性センターを利用することができるものは、次のとおりとする。

本市に住所若しくは勤務場所を有する者又は本市内の学校に在学する者

前号に規定する者を主な構成員とする団体

その他市長が適当と認めるもの

（趣旨）

第1条

（許可申請）

第2条

２

（許可の決定）

第3条

２

（利用期間）

第4条

（利用時間の区分）

第5条

午前の部　　午前9時から午前12時まで

午後の部　　午後1時から午後4時30分まで

夜間の部　　午後5時から午後8時30分まで

（許可の変更）

第6条

２

（利用の取りやめ）

第7条

（補則）

第8条

付則

（施行期日）

１ この規則は、平成27年4月1日から施行する。（なは女性センター条例施行規則の廃止）

２ なは女性センター条例施行規則（平成8年那覇市規則第29号）は、廃止する。

⑴

⑵

⑶

なは女性センター規則

この規則は、なは市民協働プラザ条例（平成26年那覇市条例第40号、以下「条例」という。）の施行に
関し、なは女性センターに係る必要な事項を定めるものとする。

条例第41条第1項の許可（以下「許可」という。）の申請は、なは女性センター利用許可申請書（第1号
様式）によるものとする。

⑵

⑶

条例第41条第1項後段の規定による変更の許可の申請は、なは女性センター利用変更許可申請書（第3号
様式）に利用許可書を添えて、行うものとする。

市長は、前項の申請に対し許可の決定をしたときは、なは女性センター利用変更許可書（第4号様式）
を申請者に交付する。

許可を受けたものが当該許可を受けた施設を利用しないこととなったときは、なは女性センター利用と
りやめ届（第5号様式）に利用許可書（前条第2項の許可を受けた場合は、当該変更に係る許可書を含
む。）を添えて、速やかに、これを市長に提出しなければならない。

この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

前項の申請は、利用しようとする日の属する月の前月の初日（その日が休館日である場合は、その直後
の休館日でない日。以下同じ。）から受け付けるものとする。ただし、市長は、条例第36条の目的を達
成するために特に必要と認めるときは、利用しようとする日の６月前の日の属する月の初日から受け付
けることができる。

許可の決定は、申請順によるものとする。この場合において、申請が同順位のときは、抽選又は協議に
よるものとする。

市長は、前項の決定をしたときは、なは女性センター利用許可書（第2号様式。以下「利用許可書」と
いう。）を申請者に交付する。

許可に係る利用期間は、利用を開始した日から起算して3日以内とする。ただし、市長が特に認めると
きは、この限りでない。

許可に係る利用時間は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。ただし、市長
が特に必要と認めるときは、利用時間の区分をしないことができる。

⑴

なは市民協働プラザ条例　第40条



※事務処理欄

　那覇
ナ ハ

　太郎
タ ロ ウ

※講師ではないこと

受
付

受付　　　月　　　日
申請者の本人確認済 □

指導員確認

※更新（サークル一覧・ＨＰ）

登録可否
　□可　（登録承認日　　　　年　　　月　　　日）

　□不可（理由：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

決裁欄
副
参
事

主
査

主
事

　□提供してもよい

　□提供しない（理由：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ）

　□その他　　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ）

【変更の場合は変更項目のみを記入し、下記に変更理由をご記入ください】

変更理由

裏面もご記入ください
下記は記入しないでください

活動資金
　□無料　　□会費：月額 または 年額 　　５００　　円 ・入会金 　無　料　　円

　□寄付金　□補助金　□委託事業　□自主事業　□その他（　　　　　　　　　　　　　　　）

⑦会員要件
有無

　□無　 □有（要件：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   ）

 情報提供　※上記①～⑦を市民に情報提供してよいか（例：那覇市ホームページでの公開）

 ④設立目的・活動内容・主な活動場所

　～～～～～～～～～～～～目的で
　～～～～～～～活動を行い、〇〇〇などで発表している

⑤活 動 日 　□月　 □火　 □水　 □木 　□金 　□土 　□その他（　　　　　　　　　　　　　　　　）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※年に数回、または開催日が決定している場合は、その他に記入してください

⑥活動時間
※準備・片付け時間も含む

　午前 ・ 午後　　１ 時　００　分　～　午前 ・ 午後　　３ 時　００　分

設立年月日 2024.4.1 会員数 １０　名 ③会員募集
　□随時募集　□要確認
　□募集なし

メール
※任意 　123@4567.com

団体区分
コード

※別紙「コード表」より複数選択可

　　　　３
活動分野
コード

　※別紙「コード表」より複数選択可

　　　３－２、４－３

住　所
（所在地） （〒000-0000）那覇市〇〇〇　〇丁目〇番地〇号

メール
※任意 　abc@defg.com

連絡者名
フ リ ガ ナ

　那覇　花子
ナ ハ ハナコ

連絡先 　000-0000-0000

　000-0000-0000

申請者の方は、申請時に身分証明書をご持参ください

①団体名 　〇〇〇サークル

②代表者名
フ リ ガ ナ 連絡先 　000-0000-0000

令和 ８ 年度　なは女性センター利用者（ 新規 ・ 更新 ・ 変更 ）登録申請書

申請日　令和　８　年　４　月　１　日

那覇市長　宛

　なは市民協働プラザ条例第40条の要
件を満たし、同条例及びなは女性セン
ター規則を遵守・履行するので、必要
書類を添えて、申請します。

（申請者）

氏　名： 　那覇　花子

連絡先：

✓

✓

✓

✓

✓



支出合計： 60,000円 円　※収入合計と同額

（年額）

講 師 料 2,000円（時給）×2時間×12か月 48,000円

教 材 費 100円(月）×10名×12か月 12,000円

収入合計： 60,000円 円　※支出合計と同額

支出科目 明　　細 金　額
備　　考

例：講師謝礼・教材費など 例：単価（時給）×月回数×会員数×12か月

会　費 ５００円×10名×12か月 60,000円

5 □ 政治上の主義を推進し、支持し、またはこれに反対する活動ではない

【年間収支】　※「収入合計」＝「支出合計」であること　　※任意様式でも可

収入科目 明　　細 金　額
備　　考

例：会費・入会費・補助金・寄付金など 例：会費（月額）×会員数×12か月 （年額）

3 □ 特定の宗教の教義を広め、儀式行事を行い、または信者を教化育成する活動ではない

4 □  特定の公職（公職選挙法（昭和25年法律第100号）第3条に規定する公職をいう。以下同じ）の候補者
（当該候補者になろうとする者を含む）もしくは公職にある者または政党を推薦し、支持し、または
これらに反対する活動ではない

④ □ 営利目的での利用（教室・セミナー・講座等）およびその印象を与えるもの（例：講師自身、
または講師の所属団体（企業等）によるSNS・チラシ等での広報（勧誘）活動等）ではない

⑤ □ 講師自身が、会の運営や会計などに関わっていない

② □ 講師謝礼は那覇市の講師謝礼基準額を超えていない　※１時間3,000円以内

③ □ 物品販売や商談、勧誘を伴うものではない

2 □ 団体や個人の利益を目的にする事業ではない

① □ 有料の場合は、必要経費を除き、利益を得るものではない

【利用許可範囲】以下の内容を確認し、チェックを入れてください。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※一つでもチェックがない項目があれば、利用できません

1 □ 那覇市に住所若しくは勤務場所を有する者又は那覇市内の学校に在学する者、又はその者を主たる構
成員とする団体である

✓

✓
✓
✓
✓
✓

✓

✓

✓

✓



１． （以下「本会」という。）

２． 目的および事業内容　（具体的に記入してください）

～～～～～～～～～～～～目的で

～～～～～～～活動を行い、〇〇〇などで発表している

３． 名

４． 本会には、次の役員をおく。

名

名

名

名

５． ①有り ： 円 ・ 円

円 ・ 円

②無料

６． 活動計画 本会の活動計画は、下記のとおりとする。

（　毎週　・　隔週　・　毎月　・　毎年　） 回

その他 回

１

会　費 入会金 な　し 月会費 ５００

年会費 その他

副 会 長 １

事 務 局 ２

会 計 １

名　称 　　〇〇〇サークル

会　員 １０

役　員

会 長 １

（ 任 意 様 式 ）

会　　　則


